
行政運営のあり方。

国際交流

子ども・未成年者の権利

市長の責務 見直し・改正条項及び手続

職員の責務 条例の見直し。

議会の責務 自治基本条例を推進する市民組織

議員の責務

事業者の権利・責務

議会運営

コミュニティの規定

●コミュニティづくりの推進

●団体活動の活性化 ●ボランティア、NPOとの連携、協働。

コミュニティへの参加規定

自治会に関する規定

情報公開（提供、共有）

●情報化の促進

●市民が市のあり方について、みんなで考え、ま
ちづくりのための活動や市政に積極的に参加して
いく
そのために必要な情報をわかりやすい形で提供
し、だれもが公平に提案や話合いができる場をつ
くり上げたい

●市民自らが市を運営していくことを基本とする

●ボランティアを活動と考えるのではなく、生活
のひとコマ市民＝家族（ボランティアファミ
リー）と思い合える地域社会

●個人（自助）、地域（共助）、行政（公助）そ
れぞれの役割を明確に示し、自分たちのできるこ
とを前向きに取り組む
また、連携を持つことで不足する部分を補い合う

●市民からの意見、要望等への処理ルールの構築

●市民参画の促進。（行政活動への参画）

●情報化・国際化、情報の共有（市民と行政の関
わる度合い、待ちから行動へ、情報の公開）

ス

●環境の保護・保全。（水質、土、空気等）

●安心して子どもを産み育てられること。（安心
できる子育て）

●安全・安心して生活できること。（食生活、環
境）

ソ

セ

シ

タ

ケ

コ

サ 外国人の権利・責務

●共同体意識（まちを大切にする心）

●役割分担をはっきりさせる。

他条例との整合、位置づけ

ミ

●地域の活性化を大事にする

イ 基本理念・原則

●公平、誠実、関心、明朗、育成

ウ 市民の権利

マオ

ム

メ その他 ⇒具体的な政策？

キ

●安心して子育てではなく、安心して子どもの産
めるまちづくり。

フ

ノ

ハ

ニ

テ

ト

ナ

ネ

ヌ

ヒ

カ

基本構想・総合計画との関係

個人情報保護

附属機関の会議の公開

財政上の数値目標の設定

財政計画の策定

行政サービスの質と量を市民が決定し、財源を確
保する

計画、執行、評価への市民参加

ク

エ

ヘ 政策法務

ホ

1

ア

都道府県名

（仮称）海津市自治基本条例

名称

前文

●心の健康と自己実現

●人権の尊重（子ども、社会的弱者等）

海津市

施行期日：平成２１年　４月　１日

ツ

内容

市民の責務

住民投票

行政運営

最高規範性

●環境（自然、景観、生活）の保全。

行政評価（政策評価）

広域連携（他自治体、国、県）

男女共同参画

チ 市民参加・協働



●投票の資格要件

自治基本条例を推進する市民組織

市長の責務

議会の責務

コミュニティの規定

市民参加・協働

情報公開（提供、共有）

●自己実現と地域への還元

●総合行政の推進

●職員のまちづくり参画

●情報の双方向性と制度の周知

●生涯学習の充実

●まちづくりの支援

●住民自治推進審議会

●他条例との関係

ム

ヒ 計画、執行、評価への市民参加

●市民意見の施策への反映

名称
2

岐阜市住民自治基本条例

都道府県名 岐阜県　(中核市）

施行期日：平成２１年　４月　１日

内容

チ

●市民参画のための環境整備

●市政への参画と地域での参画

●青少年の参画

●補完性の原則

●まちづくりの多様な担い手と役割

●人と人とのつながり

●成功例をまちづくりに生かす

●住民自治と市議会

●市民意見の反映

●地域の特性を生かす

●自治会と地域の各種団体

ス

●権利としての市政参画

●住民自治の充実・実現へ

ク

●みんなで育てる公共

その他

●新しい公共のかたち

カ

メ

●協働で担う公共

●みんなで育てる公共空間

●まちづくり協議会

●地域自治区

エ 市民の責務

タ

マ 他条例との整合、位置づけ

●企業市民

●互いの権利の尊重

ウ 市民の権利

●知る権利と参画する権利

●情報の共有

●条例を育てる

●市民と市が理念を共有

●市民参画と市の責務

ニ 行政運営

●有権者による請求

●市民投票の尊重

住民投票

●事案に適した市民投票条例を制定イ 基本理念・原則

ア 前文 ツ


